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岸和田市環境保全条例の改正について 

 

 

① 六価クロム化合物の排水基準の強化【令和６年４月１日施行】 

  岸和田市環境保全条例に基づく指定事業所に係る排水基準について、水質汚濁防止法に

基づく排水基準の強化に伴い、法にあわせて強化。 

※排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号）の一部改正（令和６年４月１日施行） 

 

 六価クロム化合物 0.5mg/L → 0.2mg/L 

 

 

② 刑法の一部改正に伴う一部改正【令和６年 12月施行予定】 

刑法の一部改正に伴い、岸和田市環境保全条例に基づく罰則に関し、「懲役」から「拘

禁刑」に改正。 

※刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67 号） 

 

 

③ 排水基準の項目変更（大腸菌群数→大腸菌数）【令和７年４月施行予定】 

岸和田市環境保全条例に基づく指定事業所に係る排水基準について、水質汚濁防止法に

基づく排水基準が大腸菌群数より大腸菌数に改められることを受け、法にあわせて大腸菌

数に改める。 

※排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号）の一部改正（令和６年４月１日施行） 

 

  大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 → 大腸菌数 日間平均 8,00CFU/mL 

 

 

 

大腸菌群数については、その測定値にふん便汚染のない水や土壌等に分布する自然由来の細菌

も含んだ値が検出されると考えられ、実際に、水環境中において大腸菌群が多く検出されていて

も、大腸菌が検出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみ

られていた。 

2/52



岸和田市におけるPFASの検出状況について 

 

 

１ PFOS 及び PFOAについて 

 水質汚濁防止法に基づく公共用水域の測定計画により、環境基準点である２地点で実施。 

 令和３年度より調査を開始し、２年のローリング調査を実施している。 

 平成５年度の測定結果において春木川で指針値超過が見られたので、ローリング調査を解除し、毎年測定することとし

ている。 

 

２ 岸和田市域における検出状況 

（１）岸和田市測定データ（公共用水域） 

  PFOS 及び PFOA 測定値(ng/L） 指針値：50 ng/L 

測定地点 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

高橋（牛滝川） － 35 － 8/14 実施 

春木橋（春木川） 35 － 60 8/14 実施 

 

（２）環境省公表データ 

  河川（基準超過地点） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

全国 38(703 地点中) 36（732 地点中) 未集計 

大阪府 20(77 地点中) 11(61 地点中) 15（75 地点中） 

 

  地下水（基準超過地点） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

全国 43（317 地点中) 74（382 地点中) 未集計 

大阪府 4(8 地点中)  9(17 地点中) 未集計 

 

３ 経過 

（１）水質 

2020 年５月に PFOA 及び PFOS が水質汚濁に係る要監視項目（※１）に指定され、河川や飲み水などにおける暫

定的な目標値（指針値）（※２）として PFOS 及び PFOA の合計値で 50ng/L（※３）以下とされた。 

⇒「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」（第５次答申）について 

※１ 要監視項目は、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、直ちに環境基準とはせず引き続き知見の集積に努める

べき」とされている項目。 

※２ 指針値は、「体重 50kg の人が、一生涯にわたり１日２L の水を飲用しても健康に対して有害な影響がないと考えられ

る濃度」として設定されている。 

※３ １ng は、１g の 10 億分の１。 

 

（２）土壌 

現在、土壌や食物（米・野菜等）に関する指針値等はない。 

測定方法についても、現時点においては限られた試料数・土質の土壌を用いて精度の検証が行われたもので、様々

な土質の場合でも同等の精度が得られることは確認されていないため、暫定測定方法となっている。 

⇒PFAS に対する総合戦略検討専門家会議(第３回) 令和５年６月 15 日（木）開催 
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2024/8/23 11:00 ⽇本経済新聞 電⼦版

堺市の⽣き物情報投稿サイト、市⺠参加で⽉4万ビュー超 デー
タで読む地域再⽣ 関⻄

多様な動植物の保全と、その重要性を住⺠と共有する取り組みが関⻄でも広がる。地域に応
じた関連施策をまとめた「⽣物多様性地域戦略」を策定している⾃治体は関⻄2府4県で28に
上る。⼤阪府内では⽣き物を⾝近に感じてもらう仕掛けづくりが⽬⽴ち、奈良県中部の⾶⿃
地域では市町村が垣根を越えて活動を展開する。

⼤阪府では府と⼤阪、堺、岸和⽥など5市が同戦略を策定している。この5市の中で2013年3
⽉と最も早いのが堺市だ。⼈⼝が多い政令市ではあるが、仁徳天皇陵古墳周辺などに豊かな

記事利⽤について

⼤阪府岸和⽥市の⼲潟での観察会でタコに触れる⼦どもたち(きしわだ⾃然資料館提供、6⽉)

2024/08/23 11:02 ⽇本経済新聞 印刷画⾯
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⾃然が残る。⽣物の多様性やその保全に関⼼を持ってもらう狙いだ。

16年に双⽅向型のウェブサイト「堺いきもの情報館」を開設した。市⺠らが⾝近で発⾒した
動植物の写真や場所などを⾃由に投稿できる。24年7⽉は4万件以上のビューがあるほどの⼈
気だ。

投稿された情報により、市内では絶滅したと考えられていた植物の発⾒につながった例もあ
る。18年にシダ植物のシノブ、21年には海岸付近に⽣息するイソヤマテンツキがそれぞれ確
認された。

堺市に中百⾆⿃キャンパスがある⼤阪公⽴⼤学とも連携している。地域の⽣態系に被害を及
ぼす特定外来⽣物に指定されているブルーギルなどの外来⿂に関し、同⼤学の教員から講義
を受けたり、実際に釣って駆除を体験したりする市⺠参加型のイベントを毎年実施する。

市環境共⽣課の担当者は「外来種が在来種を追いやると、⽣物多様性を⽀えるバランスが崩
れてしまう。啓発イベントなどを通して、市⺠とともに多様性を守っていけたら」と話す。

外来⿂駆除の講義後、釣って駆除を体験する参加者たち(堺市提供、6⽉)
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⼤阪湾に⾯し、府内有数の漁獲量を誇る岸和⽥市。市は沖合にある「阪南2区⼈⼯⼲潟」で⽣
物の観察会を実施している。⾃然資料館などを通じて年3回、⼩学⽣以上を1⼈50円で招待す
る。地元会社が出す船で⼲潟に向かい、専⾨家の指導のもと⽣物を採取したり⾒分けたりす
る。定員は1回40⼈だが、今年8⽉の観察会には約100⼈の応募があったという。

この⼲潟の⾯積は約5ヘクタールで、野⿃や⽔⽣⽣物を増やす⽬的で04年に完成した。カニ
やタコ、ウミウシなど⼤阪湾に⽣息する様々な⽣き物が観察できる。市環境保全課の担当者
は「⽣物の個体差や命のつながりについて知ることは、⽣きることの尊厳や環境問題を理解
する基盤になる」と語る。

関⻄2府4県の⾃治体の地域戦略の策定数をみると、最も多いのは兵庫県の12。県のほか、神
⼾市や明⽯市、丹波篠⼭市などが策定済み。2位は6の⼤阪府で、3位は4の奈良県だ。

奈良県の⾶⿃地域は古くから都が開け、豊かな⾥⼭環境が維持されてきた。橿原市、⾼取
町、明⽇⾹村の3市町村が協議会を設けて17年3⽉に策定したのが「⼈と⾃然がともに⽣きる
あすか地域プラン」だ。複数の⾃治体が連携するのは全国的にも珍しく、事務局を橿原市昆
⾍館に置く。
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主な取り組みが外来種の駆除と在来種の保全だ。池の⽔を抜き、⽣息している⽣物を調べて
外来種を駆除する「池⼲し」を地元住⺠の協⼒も得ながら毎年1回、3市町村で順番に実施す
る。

これまで県内では絶滅の危機にひんしているオオタニシなどもみつかっている。春から秋に
かけては⽉に1回、光に寄ってくる⾍の習性を利⽤した「ライトトラップ」をしかけ、どのよ
うな昆⾍がいるかを調べている。

万葉集にも詠まれた植物のフジバカマを地域内で増やすプロジェクトも進める。フジバカマ
の蜜を好物とし、「海を渡る蝶（ちょう）」として知られるアサギマダラの⾶来を増やす。
フジバカマは現在、昆⾍館周辺などで植栽しており、今後も3市町村で拡⼤していく。

⾶⿃地域では年1回、外来種の駆除などを⽬的に「池⼲し」を実施する（橿原市昆⾍館提供、奈良県⾼取町）
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啓発活動にも⼒を⼊れる。これまで外来⽣物や希少性の⾼い昆⾍を紹介するハンドブックを3
種類作成して配布。⼈が集まる駅近くの施設などで協議会の活動に関するパネル展も開催し
ている。昆⾍館の久⽶智館⻑は「古くから紡いできた⼈と⾃然の調和を守るため、周知機会
を増やし地域住⺠も巻き込んだ取り組みをさらに広げたい」と話す。

（⾼⽥哲⽣、鈴⽊結⾐）

本サービスに関する知的財産権その他⼀切の権利は、⽇本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービス
に掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。

Nikkei Inc. No reproduction without permission.

啓発⽤のハンドブックを⼿にする橿原市昆⾍館の福井正訓さん（奈良県橿原市）

2024/08/23 11:02 ⽇本経済新聞 印刷画⾯

https://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXZQOUF159NI0V10C24A8000000 5/58/52



9/52



10/52



11/52



12/52



13/52



14/52



15/52



16/52



17/52



18/52



19/52



20/52



神於山保全活用推進協議会規約 

 

 （名称） 

第１条 この会は、神於山保全活用推進協議会（以下「協議会」という）と称する。 

 

 （目的） 

第２条 協議会は、神於山及びその周辺の豊かな自然環境を保全するとともに、森の

産物を資源として活用し、豊かな里山として蘇らせるとともに地域の活性化を図る

ことを目的とする。 

 

 （事業） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する事業を行う。 

 (1) 神於山の保全と活用を行うための方策に関すること。 

 (2) 神於山のゴミ対策に関すること。 

 (3) 神於山の防火対策に関すること。 

 (4) 前条の目的を達成するために必要な事項。 

 

 （構成） 

第４条 協議会は、別表の会員及び次項に規定する特別会員をもって構成する。 

２ 前項の特別会員とは、第６条第３項ただし書に規定するやむを得ない事情がある

場合で、協議会の役員の過半数が必要と認めた者とする。 

 

 （役員） 

第５条 協議会に、次の役員を置く。 

 (1) 会  長   １名 

 (2) 副 会 長   １名 

 

（役員の選出及び任期） 

第６条 役員は、別表に掲げる会員の互選により決定する。 

２ 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 役員が当該所属団体の役職を退任した場合は、前任者に替わって協議会の会員と

なった者が、前任者の協議会の役職を残任期間満了まで引き継ぐものとする。ただ

し、やむを得ない事情があると認めた場合は、前任者が特別会員として残任期間満

了まで当該役職を継続することができる。 

４ 役員の任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、引き続きその職

務を行なう。 

 

 （役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

 

 （顧問） 

第８条 協議会は顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、協議会の事業や運営が円滑に行われるために、会長の要請に応じて助力

する。 
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 （協議会） 

第９条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長を務める。 

２ 協議会は、事業計画を決定する。 

３ 協議会は、事業報告を承認する。 

４ 協議会の会議は、会員の２分の１以上の出席がなければ開くことが出来ない。 

５ 協議会の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決

する。 

６ 議長が必要と認めたときは、会員以外の者に会議への出席を要請することができ

る。 

 

 （専門部会） 

第 10 条 第３条に掲げる事業を円滑に進めるために、協議会に専門部会を置くこと

ができる。 

２ 専門部会長は、会員の中から会長が指名する。 

３ 専門部会は、目的を達成したとき解散する。 

 

 （代理） 

第 11条 協議会への出席は、会員が代理者を指名した場合には、その出席を認める。 

 

 （会計及び事業年度） 

第 12条 協議会の事業に要する経費は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 前項の経費が生じた場合、会長は必要に応じて予算、決算を協議会に報告し承認

を受けなければならない。 

３ 協議会の事業年度は、４月１日から翌年３月 31日までとする。 

 

 （事務局） 

第 13条 協議会の事務局は、岸和田市市民環境部環境保全課に置く。 

 

 （規約の改正） 

第 14条 この規約の改正は、出席会員の過半数の同意をもって決する。 

 

 （その他） 

第 15 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成 15年９月 16日より施行する。 

２ 第 11条第３項の規定にかかわらず、初年度は平成 15年９月 16日から平成 16年

３月 31日とする。 

   附 則 

  この規約は、平成 16年３月 25日より施行する。 

  この規約は、平成 16年７月 30日より施行する。 

  この規約は、平成 19年８月２日より施行する。 

  この規約は、平成 30年３月 30日より施行する。 

  この規約は、令和２年４月１日より施行する。 

  この規約は、令和３年 7月１日より施行する。 
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神於山保全活用推進協議会　会員名簿（令和６年７月25日現在）

No. 会員名 会員代表者役職名

1 山滝地区市民協議会 会長

2 光明地区市民協議会 会長

3 天神山地区市民協議会 会長

4 修斉地区市民協議会 会長

5 東葛城地区市民協議会 会長

6 山直南地区市民協議会 会長

7 北阪町会 会長

8 土生滝町会 会長

9 阿間河滝町会 会長

10 河合町会 会長

11 神於町会 会長

12 上白原町会 会長

13 福田町会 会長

14 内畑町連合町会 会長

15 光明連合座中 座長

16 神於寺 代表

17 特定非営利活動法人 神於山保全くらぶ 理事長

18 岸和田市林業活性化協議会 会長

19 春木川・轟川をよくする市民の会 会長

20 岸和田ロータリークラブ 会長

21 岸和田東ロータリークラブ 会長

22 岸和田南ロータリークラブ 会長

23 いずみの農業協同組合 総務部長

24 大阪府森林組合 泉州支店 支店長

25 大阪府漁民の森づくり〝魚庭の森づくり〟協議会 会長

26 公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会 常務理事

27 シャープ社友会 チーム神於山 幹事長

28 住友ゴム工業株式会社 泉大津工場長

29 丸紅株式会社 総務部大阪総務課課長補佐

30 彩り 代表

31 環境省 近畿地方環境事務所 野生生物課

32 大阪府泉州農と緑の総合事務所 地域政策室 室長

33 地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所 環境研究部 生物多様性センター長

34 岸和田市 市民環境部長 部長

35 岸和田市 魅力創造部長 部長

36 岸和田市 まちづくり推進部長 部長

37 岸和田市 建設部長 部長

38 岸和田市教育委員会 学校教育部長 部長

39 きしわだ自然資料館 館長
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補助制度の主な変更点

これまで、設備の設置工事着工前に交付申請、設備設置完了後に実績報告、請求書の提出をしていただいておりましたが、設備設
置完了後に交付申請をしていただく方法に変更となりました。
手続きの大まかな流れの変更イメージは以下のとおりです。

変更点１ 手続きの流れ（交付申請のタイミング）が変更となりました！～事前申請から事後申請に～

改
正
前

改
正
後

工事完了

交付決定通知

実績報告

額確定通知

請求

補助金交付

交付申請

交付決定・額確定通知

請求

補助金交付

工事着工前に
交付申請が
必要だった

工事後に
交付申請
することとする

※ 改正後も改正前と同様に、先着順での受付となります。
※ 申請方法など、詳細については岸和田市地球温暖化対策設備導入補助事業募集要領をご確認ください。

交付申請

変更点２ 補助対象設備のうち、太陽光発電機器の要件について一部変更となりました！

これまで、太陽光発電機器の要件のひとつとして、住宅等に設置する場合「太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロ
ワット未満（増設時は既設分を含む。）であること」とありましたが、「太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショ
ナの定格出力のいずれかが10キロワット未満（増設時は既設分を含む。）であること」に変更となりました。
一般的に、太陽光発電は、出力10キロワットを基準に、10キロワット未満は住宅用、10キロワット以上は産業用と区分けされます。

改正前 改正後

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値 11キロワット
パワーコンディショナの定格出力 9.9キロワット

太陽電池モジュール 11kW

パワーコンディショナ 9.9kW 対象外

太陽電池モジュールが
10kW以上であるため

太陽電池モジュールは10kW
以上だが、パワーコンディショナ
は10kW未満であるため

※町会等の場合は、従前どおり10キロワット以上も対象。

例

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値 11キロワット
パワーコンディショナの定格出力 9.9キロワット

例

太陽電池モジュール 11kW

パワーコンディショナ 9.9kW 対象
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変更点３ 補助対象設備が損傷・滅失した場合、処分する場合の規定が変更となりました！

補助対象設備は、機器それぞれの耐用期間（減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定される各機器の耐用年数）内は、
善良なる管理者の注意をもって管理し、設置した住宅や集会施設での消費電力に充てなければなりません。また、補助金の交付の目
的に反して使用する、譲渡する、交換する、貸付する、担保に供するなど、「処分」をしてはいけません。
何らかの事由により、補助対象設備が損傷又は滅失した場合、処分する場合は、「損傷等承認申請」が必要となりました。また、申
請事由がやむを得ない事由と認められた場合、改めて補助対象設備を設置する際に、再度の補助金交付対象となります（変更点４
を参照）。

損傷等承認申請が必要となる場合

【１】
耐用期間が過ぎるまでの間に、何らかの事由により、補助対象設備が損傷又は滅失したとき。
※ 事後申請
【２】
耐用期間が過ぎるまでの間に、何らかの事由により、補助対象設備を処分しようとするとき。
※ 事前申請
※ 処分せざるを得なくなった場合は、まずはご相談ください。

審査の結果、申請事由が、天災地変等やむを得ない事由であると認められた場合は、補助対象設備の設置期間（変更点
４を参照。）を過ぎていなくても、改めて補助対象設備を設置する場合に、再度の補助金交付の対象となります。
また、審査の結果によっては、交付を受けた補助金の一部又は全部を返還しなければならない可能性があります。

変更点４ 一定の要件を満たせば、補助金の再交付が可能となりました！

設備導入についての補助金の交付は、補助対象設備に対し、一律50,000円です。複数の補助対象設備を設置しても、補助金額
は50,000円です（交付の対象となるのはひとつの補助対象設備のみです）。
ただし、次の場合は、再度の補助金交付対象となります。

【１】
これまでに補助金の交付を受けたことのある補助対象設備の設置期間が、次の設置期間を超えている場合であって、改めて補
助対象設備を設置した場合。

補助対象設備 設置期間

太陽光発電機器＋定置用リチウムイオン蓄電池 17年

太陽光発電機器＋HEMS 17年

燃料電池コージェネレーション機器 ６年

処分に係る制限期間は、従前どおり機器ごとに
下記の期間を定めています。

太陽光発電機器・・・・・・・・・・・・・・・17年
定置用リチウムイオン蓄電池・・・・・・・６年
HEMS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５年
燃料電池コージェネレーション機器・・・６年

※ 旧岸和田市太陽光発電システム導入補助金又は旧岸和田市再生可能エネルギー等導入補助金を受けて設置した設
備については17年を超えている場合。

【２】
【１】に該当しない場合であっても、損傷等承認申請がやむを得ない事由と認められた場合（変更点３を参照。）であって、
改めて補助対象設備を設置した場合。
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事例 交付の可否

1 「太陽光発電機器」と「蓄電池」を設置。 ○

2 「太陽光発電機器」のみを設置。 ×

3 「太陽光発電機器」と「燃料電池」を設置。
△

「燃料電池」のみについて交付可
能。

4 「太陽光発電機器」と「蓄電池」と「HEMS」を設置。

△
「『太陽光パネル』と『蓄電池』」又
は「『太陽光パネル』と『HEMS』」の
どちらかに対して交付可能。

5 「太陽光発電機器」と「蓄電池」と「燃料電池」を設置。

△
「『太陽光パネル』と『蓄電池』」又
は「燃料電池」のどちらかに対して
交付可能。

6 （既設の太陽光発電機器があり、）「蓄電池」のみを設置。 ×

7
以前、補助金の交付を受けて「燃料電池」を設置した。設置期間の６年を超える前に改
めて「燃料電池」を設置。

×

8
以前、補助金の交付を受けて「燃料電池」を設置した。設置期間の６年を超え、改めて
「燃料電池」を設置。

○

9
以前、補助金の交付を受けて「太陽光発電機器」と「HEMS」を設置。設置期間の17年
を超える前に台風により「太陽光発電機器」が破損し、損傷等承認申請を行い、やむを
得ない事由として認められたため、改めて「太陽光発電機器」と「蓄電池」を設置。

○

補助金交付のパターン例

これらは例ですので、ご不明な点等があれば、お問い合わせください。

問い合わせ先

岸和田市市民環境部環境保全課環境政策担当

所在地 岸和田市土生町2丁目4番30号
電話番号 072-423-9463
FAX番号 072-436-0418
メール kankyo@city.kishiwada.osaka.jp

申請される場合は、岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金交付要綱及び岸和田市地球温
暖化対策設備導入補助事業募集要領をご確認ください。
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② 市有施設ＬＥＤ化対応について 

  令和５年 10 月 30 日 「市有施設 LED 化対応」を策定、令和６年度から適用。 

  令和６年度の改修（設計含む）予定施設は次のとおり。 

 

 

 

 

 

市有施設 LED 化対応の概要 

区分 実施時期 施設数 

比較的大規模な改修のため工事発注 令和８年度まで 70 施設    

比較的小規模な改修のため修繕対応 令和 10 年度まで 49 施設    

統廃合計画に沿って個別対応 － 57 施設    

LED 化済 － 25 施設    

計  201 施設    

 

 

 

③ ＥＶ公用車の導入状況について 

区分 令和５年度 令和６年度（予定） 

EV 普通乗用車 ２  

EV 軽乗用  ５ 

EV 軽貨物 １  

EV 二輪  １ 

EV 側車付二輪  １ 

計 ３ ７ 

 

 

 

 

幼稚園・小学校の一部、中学校の一部、産業高等学校、図書館本館、市民センター、 

地区公民館、競輪場、岸和田城、都市公園の一部、道路照明の一部 etc 
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環保第１３１９号 

令和６年６月６日 

 

 

大栄環境株式会社 

代表取締役 金子 文雄 様 

 

大阪府知事 吉村 洋文  

 

 

大栄環境株式会社和泉エネルギープラザ整備事業に係る環境影響評価準備書

に対する環境の保全の見地からの意見（申述） 

 

 

令和５年 11 月 10 日付けで提出のあった標記準備書について、大阪府環境影

響評価条例第 22 条第 1 項の規定により、環境の保全の見地からの意見を別紙の

とおり申し述べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔連絡先〕 

大阪府環境農林水産部環境管理室 

環境保全課環境審査グループ 

担当：横山 

TEL 06-6941-0351（内線 3857） 

06-6210-9580（直通） 

FAX 06-6210-9575 
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別紙 

 

１．全般的事項 

（１）施設の供用における環境影響を回避又は極力低減するため、環境保全措

置を確実に実施するとともに、一層の環境負荷の低減に努めること。 

（２）水銀や石綿等の排除すべき廃棄物の混入を防止するため、所要の措置を

確実に講じること。 

（３）事業者においては、本件計画の処理スキームを確実に履行する旨を評価

書において表明するとともに、事後調査及び施設の運用に伴う環境に関す

る情報については、わかりやすく公表し、積極的にコミュニケーションを

行うなど、事業計画に対する住民等の理解が得られるよう努めること。ま

た、施設の詳細設計及び設置後の施設運用において、高水準の循環的利用

の確実な実施を確保するよう努めること。 

 

２．大気質 

（１）周辺の地域の大気質への影響を可能な限り低減する観点から、施設の設

置に当たっては、ばいじんを含む焼却残さの発生をできる限り抑制しつつ

大気汚染物質の排出を低減する最新の技術の導入に努めるとともに、施設

の維持管理及び運転管理を適切に行うこと。 

（２）施設の試験運転時の排ガス処理性能の確認を適切に行うとともに、運用

開始後の排ガス濃度の監視結果に適切に対応して排出抑制のための所要の

措置を講じること。 

 

３．水質 

事後調査の対象に工事中の濁水を加え、工事区域内の沈砂槽の放流濃度

を降雨時に測定し、測定結果に応じて沈砂槽の増設等の措置を適切に講じ

ること。また、予測式や予測条件を精査した上で改めて予測を行い、その

結果を評価書に記載すること。 
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４．低周波音 

敷地境界における低周波音の 1/3オクターブバンドの予測結果について、

一部の周波数において心身の苦情に係る参照値を超過しており、低周波音

の伝搬特性として地表面吸収や空気吸収等による減衰が小さく遠距離伝搬

が生じやすいことから、施設の稼働により周辺の生活環境に影響を及ぼさ

ないよう、低周波音を抑えた機器の採用や共振防止に留意するなどの環境

保全措置を実施するとともに、操業後の影響について事後調査を適切に実

施すること。 

 

５．景観 

景観形成の観点から建物及び屋外設備の規模、配置、構造、形態、意匠

及び色彩について適切な配慮がなされるべきであり、その際、計画されて

いる建物壁面におけるアクセント色の使用やコーポレートマークについて

も景観阻害要因とならないように注意すること。また、詳細な建築計画の

策定に当たり、これらの諸点について、和泉市の景観アドバイザーから助

言指導を受けるなどして適切に検討すること。 

 

６．廃棄物等 

施設の設置に当たっては、ばいじんを含む焼却残渣の発生を抑制する最

新の技術の導入に努めること。また、施設の供用においては、固形状の産

業廃棄物については原則として既存の破砕施設棟における徹底した選別後

に焼却し、その他の産業廃棄物についても焼却に優先して再生利用に最大

限努めるとともに、施設の維持管理及び運転管理を適切に行うこと。 

 

７．地球環境 

廃棄物の焼却処理に伴い発生する熱エネルギーをできる限り有効利用す

るため、施設の設置に当たってはその時点で発電効率が可能な限り高い技

術を採用するとともに、運用開始後は高い発電効率を継続的に発揮するた

め維持管理及び運転管理に適切に取り組むこと。 
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岸 市 環 第 5 8 2 号 

令和６年２月 29 日 

大阪府知事 吉村 洋文 様 

岸和田市長 永野 耕平  

 

大栄環境株式会社和泉エネルギープラザ整備事業に係る環境影響評価準備書

についての環境の保全の見地からの意見について（回答） 

 令和５年 11月 29日付け環保第 1816号で照会があった標記の件について、環

境の保全の見地から本市の意見を下記のとおり回答する。 

 

記 

１．事業計画について 

(１) 新規焼却施設の処理能力については、適正な規模であるという理解が得

られるよう説明すること。 

(２) 準備書の廃棄物の種類毎の計画処理量について、方法書から変更された

理由を評価書に示すこと。 

(３) マテリアルリサイクルを最大限にしながらも熱や電気等のエネルギー

回収で地域貢献するということについて、ＥＶステーションの設置目標や

社会インフラの強靭化の観点からの地域にとっての必要性など、合理性の

ある説明をすること。 

(４) 地域のレジリエンスを高める役割を果たすということについて、災害時

等にＥＶステーションを活用できれば地域の非常用電源になり自立した

電源が廃棄物発電で確保されているということは地域にとっての強みに

なるなど、地域の人々にどのような方法で共有することを想定しているか

を含めて説明すること。 

(５) 準備書の産業廃棄物処理工程図について、現行焼却施設はガス化改質後

に資源を回収しているが、新規焼却施設は焼却残渣を埋立処分されること

で、リサイクル量が減少しているように見られるので、事前にマテリアル

リサイクルに努めることについての詳細を丁寧に示すこと。 

 

２．大気について 

(１) 大気拡散の予測について、事業計画地の西に隣接する丘によるダウンウ
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ォッシュ等の影響についても考えられる。準備書では、建物によるダウン

ウォッシュの影響は新規焼却施設棟（地上高さ 30ｍ）として予測してい

るが、丘による影響を考慮して大気拡散の予測をすること。 

(２) 最大着地濃度が最も高くなった気象条件について、その設定にあたって

比較検討したデータを示すこと。 

(３) 処理するごみの性状が変動すると排ガス成分に影響し、準備書の評価と

異なるおそれがあるため十分なピット容量や廃棄物保管場所を確保し、ご

みの性状を安定的に維持すること。 

(４) 塩化水素の排出濃度予測値（短期予測）について、目標環境濃度を満足

しているが、周辺環境に対する負荷のさらなる低減に努めること。 

 

３．低周波音について 

(１) 低周波音について、事後的な対策は困難をきたす場合が多い。新規焼却

施設の稼働により、周辺住民の生活環境に影響を及ぼさないよう適正に新

規焼却施設の設置計画を行うこと。また、操業後の影響についても、モニ

タリングするなど事後確認を徹底すること。 

 

４．地球環境について 

(１) 2030年度までの温室効果ガス排出量削減目標（2013年度比）について、

国は 46％、大阪府は 40％と表明していることから、本事業においても、

脱炭素の取組みを積極的に取り入れた事業計画とする必要がある。また、

企業全体としても、温室効果ガスの排出量削減へのより積極的な取組みに

努めること。 

(２) 売電による温室効果ガス削減効果を明記すること。 

 

５．地域貢献やコミュニケーションについて 

(１) 現行施設より、炉形式、施設規模及びマテリアル回収の方法が変更され

た理由について、住民にわかりやすい説明となるよう配慮すること。 

(２) 地域住民がＥＶステーションなどの施設を有効活用できるような方法

を構築し、新規焼却施設が地域にもたらす便益と環境負荷を最大限に考慮

しリスクを最小化している取組みにより、地域住民とコミュニケーション

を図ること。 

(３) 新規焼却施設の定期的な説明会や見学の機会など地域住民とのコミュ

ニケーションを積極的に行い、情報開示に努めること。 

(４) 事後調査及び施設の運用に伴う環境に関する情報について、情報へのア

クセス性を考慮しつつ積極的にわかりやすく公表すること。 
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岸 環 影 第 １ 号 

令和６年２月 28 日 

岸和田市長 永野 耕平 様 

岸和田市環境影響評価専門委員会  

委員長  吉 田  登  

 

大栄環境株式会社（仮称）和泉エネルギープラザ整備事業について（答申） 

 令和４年４月 14 日付け岸市環第 20 号により岸和田市環境影響評価専門委員

会に諮問された大栄環境株式会社（仮称）和泉エネルギープラザ整備事業に関し、

令和５年 11月に提出された同事業に係る環境影響評価準備書について、環境の

保全の見地から調査審議を行った結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

１．事業計画について 

(１) 新規焼却施設の処理能力については、適正な規模であるという理解が 

得られるよう説明すること。 

(２) 準備書の廃棄物の種類毎の計画処理量について、方法書から変更され 

た理由を評価書に示すこと。 

(３) マテリアルリサイクルを最大限にしながらも熱や電気等のエネルギー

回収で地域貢献するということについて、ＥＶステーションの設置目標や

社会インフラの強靭化の観点からの地域にとっての必要性など、合理性の

ある説明をすること。 

(４) 地域のレジリエンスを高める役割を果たすということについて、災害 

時等にＥＶステーションを活用できれば地域の非常用電源になり自立し

た電源が廃棄物発電で確保されているということは地域にとっての強み

になるなど、地域の人々にどのような方法で共有することを想定している

かを含めて説明すること。 

(５) 準備書の産業廃棄物処理工程図について、現行焼却施設はガス化改質 

後に資源を回収しているが、新規焼却施設は焼却残渣を埋立処分されるこ

とで、リサイクル量が減少しているように見られるので、事前にマテリア

ルリサイクルに努めることについての詳細を丁寧に示すこと。 
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２．大気について 

(１) 大気拡散の予測について、事業計画地の西に隣接する丘によるダウンウ

ォッシュ等の影響についても考えられる。準備書では、建物によるダウン

ウォッシュの影響は新規焼却施設棟（地上高さ 30ｍ）として予測してい

るが、丘による影響を考慮して大気拡散の予測をすること。 

(２) 最大着地濃度が最も高くなった気象条件について、その設定にあたって

比較検討したデータを示すこと。 

(３) 処理するごみの性状が変動すると排ガス成分に影響し、準備書の評価と

異なるおそれがあるため十分なピット容量や廃棄物保管場所を確保し、ご

みの性状を安定的に維持すること。 

(４) 塩化水素の排出濃度予測値（短期予測）について、目標環境濃度を満足

しているが、周辺環境に対する負荷のさらなる低減に努めること。 

 

３．低周波音について 

(１) 低周波音について、事後的な対策は困難をきたす場合が多い。新規焼却

施設の稼働により、周辺住民の生活環境に影響を及ぼさないよう適正に新

規焼却施設の設置計画を行うこと。また、操業後の影響についても、モニ

タリングするなど事後確認を徹底すること。 

 

４．地球環境について 

(１) 2030 年度までの温室効果ガス排出量削減目標（2013 年度比）につい 

て、国は 46％、大阪府は 40％と表明していることから、本事業において

も、脱炭素の取組みを積極的に取り入れた事業計画とする必要がある。ま

た、企業全体としても、温室効果ガスの排出量削減へのより積極的な取組

みに努めること。 

(２) 売電による温室効果ガス削減効果を明記すること。 

 

５．地域貢献やコミュニケーションについて 

(１) 現行施設より、炉形式、施設規模及びマテリアル回収の方法が変更され

た理由について、住民にわかりやすい説明となるよう配慮すること。 

(２) ＥＶステーションの開放など日常的に地域住民が有効活用できるよう

な方法を構築し、新規焼却施設が地域にもたらす便益と環境負荷を最大限

に考慮しリスクを最小化している取組みにより、地域住民とコミュニケー

ションを図ること。 

(３) 新規焼却施設の定期的な説明会や見学の機会など地域住民とのコミュ

ニケーションを積極的に行い、情報開示に努めること。 

37/52



(４) 事後調査及び施設の運用に伴う環境に関する情報について、情報への 

アクセス性を考慮しつつ積極的にわかりやすく公表すること。 
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木材港地区貯木場利活用ビジョン 

令和３年 10 月 

岸和田市 
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第２章 貯木場を取り巻く現況 

5 

 

 

 

 

 

  

岸和田市 

忠岡町 
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○岸和田市環境審議会規則 

平成25年３月29日規則第37号 

改正 

平成29年３月21日規則第３号 

平成29年３月27日規則第４号 

令和２年３月31日規則第７号 

令和６年７月５日規則第51号 

岸和田市環境審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、岸和田市附属機関条例（平成15年条例第１号）第４条の規定に基づき、岸和田市環

境審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他の必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する者をもって充てる。 

(１) 学識経験者 

(２) 公共的団体等の代表者 

(３) 本市が実施する環境施策に協力する旨の意思を表示した団体に属する者であって、環境の保全に

関し識見を有するもの 

(４) 公募した市民 

 

（任期） 

第３条 審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 審議会の委員が任期の途中で交代した場合又は委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審議会の会議は、審議会の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した審議会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（関係者の出席） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は

必要な資料の提出を求めるものとする。 

（事務局） 

第７条 審議会の事務局は、市民環境部環境保全課に置く。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（会議招集の特例） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、委員の互選により会長が選出されていない場合にあっては、市長

が会議を招集する。 

（岸和田市環境保全条例施行規則の一部改正） 

３ 岸和田市環境保全条例施行規則（平成15年規則第36号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成29年３月21日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月27日規則第４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第７号抄） 
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（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月５日規則第51号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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環境計画等推進会議の体制変更

●「岸和田市環境計画等推進のための組織の設置及び運営に関する要綱」に基づく

報告 部長会 　通常の指揮命令系統に基づく周知や指示

議長 副市長（市民環境部担当）

副議長 副市長

副議長 教育長 報告 エネルギー管理統括者 副市長（市民環境部担当）

委員 市民環境部長 エネルギー管理企画推進者 原則として環境保全課職員

委員 総合政策部長 法定エネルギー管理員 法第12条該当施設所管課長が指名する職員

委員 総務部長 市指定エネルギー管理員 法第12条非該当の施設所管課長が指名する職員

委員 財務部長

委員 魅力創造部長

委員 まちづくり推進部長

委員 建設部長

委員 学校教育部長

報告 指示

委員長 議長が指名する課長

副委員長 議長が指名する課長

委員 議長が指名する課長 ※「岸和田市ゼロカーボン推進等のための組織の設置及び運営に関する要綱」は廃止（統合）する

〇環境計画及び実行計画の改定・施策決定、事業推進・進捗管理

（ゼロカーボン、自然環境保全、生物多様性、外来種対応、公害等）

〇法第15条中長期報告、法第16上定期報告etc

〇国・府の予算措置情報の収集及び活用

環境計画等推進会議

〇環境計画等推進会議の指示に基づく専門的な調査・検討

専門委員会

エネルギー管理に関する事務処理体制
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主な環境啓発イベント一覧（令和５年４月～令和６年９月）

イベント名
きしわだ環境フェア

2023
里山ボランティア育成入門講座

2023
第２回竹まつり

きしわだ里山まつり
2024 in神於山

野外観察会
里山ボランティア育成入門講座

2024
野外観察会

主催者 岸和田市（環境保全課） 岸和田市（環境保全課） ゆめみヶ丘岸和田まちづくり協議会 神於山保全活用推進協議会 きしわだ自然資料館 岸和田市（環境保全課） きしわだ自然資料館

開催日 令和5年6月4日（日） 令和５年６月11日（日）ほか５日 令和5年11月26日（日） 令和6年3月17日（日） 令和6年6月9日（日） 令和６年８月18日（日）ほか５日 令和6年8月18日（日）

開催場所 ラパーク岸和田 神於山 ゆめみの森North（岸の丘町） 道の駅愛彩ランド及び神於山 阪南２区人工干潟・岸和田漁港 神於山 阪南２区人工干潟・岸和田漁港

動員数 約220人（実質50人程度） 17人（各回） 約1,500人 約240人 56名（抽選） 21人（各回） 54名（抽選）

スタッフ数 25人 6人 50人以上 28人 50人以上 6人 50人以上

連携団体等

公的組織

大阪湾環境保全協議会、きしわだ自

然資料館

岸和田市（都市整備課、水とみどり

課、農林水産課、環境保全課）、岸

和田市丘陵土地区画整理組合、岸和

田土地改良区、近畿能力開発大学

校、滋賀県立大学

岸和田市（都市整備課、水とみどり

課、農林水産課、環境保全課）、き

しわだ自然資料館、大阪府泉州農と

緑の総合事務所、大阪みどりのトラ

スト協会

岸和田市（環境保全課）、和泉市

（環境保全課）、貝塚市立自然遊学

館

岸和田市（環境保全課）、和泉市

（環境保全課）、貝塚市立自然遊学

館

民間企業

パナソニック（株）エレクトリック

ワークス社

アワーズ（株）、アストラゼネカ、

伊藤園、デアイザベーカリー、

Bloom & Cohama

住友ゴム工業(株)泉大津工場、いず

みの農業協同組合、テレビ岸和田

共和海建(株)、岸和田漁業協同組合 共和海建(株)、岸和田市漁業協同組

合

市民団体

（自然環境保全）

NPO法人神於山保全くらぶ、シャー

プ社友会 チーム神於山

NPO法人神於山保全くらぶ NPO法人神於山保全くらぶ NPO法人神於山保全くらぶ、シャー

プ社友会 チーム神於山、大阪府漁

民の森づくり”魚庭の森づくり"協議

会

NPO法人神於山保全くらぶ

市民団体

（その他）

岸和田市消費生活研究会、岸和田市

食生活改善推進協議会

NUTsWORKs、なよたけの会

その他

竹イノベーション研究会 一般社団法人大阪湾環境再生研究・

国際人材育成コンソーシアム・コア

一般社団法人大阪湾環境再生研究・

国際人材育成コンソーシアム・コア

主な啓発要素

自然環境保全（山） ● ● ● ● ●

自然環境保全（海） ● ● ●

創エネ・省エネ・電化 ●

生物多様性 ● ● ● ● ● ●

催しの内容

講義 ● ● ● ● ●

資料展示 ● ● ●

資料・物品配布 ● ● ● ● ●

物品販売

キッチンカー ●

演奏・ショー ●

ゲーム体験 ● ●

クラフト体験 ● ● ● ●

自然環境観察・散策 ● ● ● ● ● ●

記念植樹 ●
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○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例 

平成17年６月22日条例第24号 

岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、岸和田市自治基本条例（平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。）第

19条第１項の規定による市の執行機関に設置する審議会等の委員の公募に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 審議会等 地方自治法（昭和22年法律第67号）その他の法令又は条例の規定に基づき、市長その

他の執行機関に設置された附属機関をいう。 

(２) 市民 自治基本条例第２条第１号に規定する市民をいう。 

（市民公募による委員の選任） 

第３条 市長その他の執行機関は、審議会等を新たに設置し、又は審議会等の委員（以下「委員」という。）

を改選するに当たっては、委員の一部を市民からの公募により選任しなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する審議会等については、この限りでない。 

(１) 委員の資格が法令等により制限されている審議会等 

(２) 個人の秘密に属する事項を含む個人情報を取り扱う審議会等 

(３) 委員に対し特に専門的な技能等を要求される審議会等 

(４) 前３号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる審議会等 

２ 前項の公募において、応募者が当該公募の委員の任期の初日において次の各号に該当すると見込まれ

る場合は、当該公募の委員として選任しない。 

(１) 本市の他の委員の職にある者 

(２) 本市市議会議員又は本市職員である者 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったと

きは、公募によらず委員を選任することができるものとする。 

（公募の方法） 

第４条 市長その他の執行機関は、市広報、市ホームページその他の広報媒体を利用する等の方法により、

委員の公募について必要な事項を市民に周知しなければならない。 

（応募の方法） 

第５条 応募者は、規則で定める事項を記載した書類等（以下「応募書類」という。）を市長その他の執

行機関に提出しなければならない。 

（選考の方法等） 

第６条 委員の選考は、応募書類による選考、面接、抽選又はこれらの方法を併せ用いる方法によって行

う。 

２ 市長その他の執行機関は、選考の結果を速やかに応募者に通知しなければならない。 

（その他） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成17年８月１日から施行する。 
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○岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則 

平成17年６月22日規則第33号 

改正 

平成18年３月23日規則第８号 

（中略） 

令和６年３月29日規則第34号 

岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、岸和田市審議会等の委員の公募に関する条例（平成17年条例第24号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募委員の数） 

第２条 条例第３条の規定により公募により選任する委員の数は、次の表に掲げるとおりとする。 

審議会等の委員の定数又は上限の数 公募により選任する委員の数 

20名以上 ３名以上 

10名以上19名以下 ２名以上 

９名以下 １名以上 

（以下、略） 
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令和６年度　岸和田市環境審議会　委員名簿（令和６年９月９日現在）

No. 氏　名 性別 委員資格(分野等) 所属 役職等

1 赤坂
あかさか

　浩司
ひろし

男 団体代表者 (農業団体) いずみの農業協同組合 代表理事専務

2 井阪
いさか

　敏文
としふみ

男 団体代表者 (環境団体) 特定非営利活動法人 神於山保全くらぶ 理事

3 泉
いずみ

　厚子
あつこ

女 公募市民

4 清水
しみず

　義之
よしゆき

男 団体代表者 (住民自治会) 春木校区町会連合会 会長

5 梅﨑
うめざき

　美智子
み　ち　こ

女 団体代表者 (人権団体) 岸和田女性会議 事務局員

6 江種
えぐさ

　伸之
のぶゆき

男 学識経験者 (土木) 和歌山大学 システム工学部 システム工学科 教授

7 大家　秀樹
おおや　　　　 ひでき

男 公募市民

8 表
おもて

　葉子
ようこ

女 団体代表者 (労働団体)
連合大阪泉州地区協議会

関西競走労働組合
委員長

9 川瀬
かわせ

　まやな 女 学識経験者 (法規) 塩路法律事務所 弁護士

10 高原
たかはら

　光
ひかる

男 学識経験者 (自然) 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 名誉教授

11 中
なか

　武司
たけし

男 団体代表者 (漁業団体) 春木漁業協同組合 代表理事組合長

12 林
ハヤシ

　由一
ヨシカズ

男 公募市民

13 原
はら

　宗久
むねひさ

男 団体代表者 (経済団体) 岸和田商工会議所 専務理事

14 原
はら

　祐二
ゆうじ

男 学識経験者 (土壌) 和歌山大学 システム工学部 システム工学科 准教授

15 藤井
ふじい

　佑
ゆう

介
すけ

男 学識経験者 (大気) 大阪公立大学大学院 現代システム科学研究科 准教授

16 （欠員）

17 松井
まつい

　孝典
たかのり

男 学識経験者 (騒音) 大阪大学大学院 工学研究科 助教

18 山本
やまもと

　祐
ゆう

吾
ご

男 学識経験者 (温暖化) 和歌山大学 システム工学部 システム工学科 准教授

19 横川
よこがわ

　昌史
まさし

男 学識経験者 (自然) 大阪市立自然史博物館 植物研究室 学芸課　学芸員

20 吉田
よしだ

　登
のぼる

男 学識経験者 (温暖化) 和歌山大学 システム工学部 システム工学科 教授

任期：令和７年１月25日まで
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